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令和２年度 伊吹財産区特別会計の歳入歳出決算審査の結果について 

 

このことについて、地方自治法第 233条第２項の規定により審査に付された令和２年度伊吹

財産区特別会計の歳入歳出決算について審査したので、その結果について次のとおり意見書を

提出します。 

 



令 和 ２ 年 度 伊 吹 財 産 区 特 別 会 計 

歳 入 歳 出 決 算 審 査 意 見 書 

 

１ 審査の対象 

  令和２年度 伊吹財産区特別会計歳入歳出決算 

 

 【決算付属書類】 

  ①歳入歳出決算事項別明細書 

  ②実質収支に関する調書 

  ③財産に関する調書 

  

２ 審査の期間 

令和２年６月 24 日（水）から令和２年８月 13 日（木）まで 

 

３ 審査の手続 

令和２年度伊吹財産区特別会計の歳入歳出決算について、財産区特別会計の歳入歳

出決算書および関係諸帳簿ならびに証拠書類により、予算が適正かつ効率的に執行され

ているかについて審査を行った。 

 

４ 決算の概要 

伊吹財産区は令和２年５月 31 日をもって解散されており、歳入決算額は 194,571 円、

歳出決算額は 194,571 円で、令和２年５月末の廃止時における歳入歳出差引残額は０円

である。 

 

５ 審査の結果 

審査に付された伊吹財産区特別会計の決算書およびその付属書類は、いずれも関係

法令に準拠して作成されており、その決算計数は関係諸帳簿および証拠書類と照合の結

果、正確であるものと認められた。また、歳入歳出決算ともに予算に基づく執行がされ

ており、おおむね適正に処理されているものと認めた。 
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